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１　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
投　
資　
環　
境　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
と　
い　
う　
国　
は　
、　
そ　
の　

独　
立　
以　
来　
、　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
に　
と　
っ　
て　

魅　
力　
の　
あ　
る　
投　
資　
対　
象　
で　
し　
た　
。　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
も　
、　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
の　

新　
規　
参　
入　
を　
歓　
迎　
し　
て　
お　
り　
、　
さ　
ら　
な　

る　
外　
資　
参　
入　
を　
誘　
致　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
の　
様　
々　
な　
地　
域　
で　
、　

大　
規　
模　
な　
多　
国　
籍　
企　
業　
を　
始　
め　
と　
す　
る　

多　
数　
の　
外　
国　
企　
業　
が　
市　
場　
に　
投　
資　
し　
て　

い　
ま　
す　
。　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
で　
は　
、　
資　
源　

開　
発　
、　
イ　
ン　
フ　
ラ　
整　
備　
、　
輸　
出　
用　
お　
よ　

び　
国　
内　
向　
け　
商　
品　
・　
サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
た　
め　

の　
製　
造　
施　
設　
建　
設　
な　
ど　
、　
様　
々　
な　
側　
面　

に　
お　
い　
て　
、　
外　
国　
企　
業　
の　
果　
た　
し　
て　
き　

た　
役　
割　
が　
大　
き　
い　
と　
言　
え　
ま　
す　
。　

不　
幸　
な　
こ　
と　
に　
、　
こ　
う　
し　
た　
投　
資　
企　

業　
と　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
と　
の　
間　
の　
相　

互　
協　
調　
関　
係　
は　
、　
１　
９　
９　
７　
年　
に　
ア　
ジ　

ア　
を　
襲　
っ　
た　
経　
済　
危　
機　
に　
よ　
り　
足　
踏　
み　

さ　
せ　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
と　
な　
り　
ま　
し　
た　
。　
そ　

の　
経　
済　
危　
機　
の　
影　
響　
を　
ア　
ジ　
ア　
の　
中　
で　

最　
も　
厳　
し　
く　
受　
け　
た　
の　
が　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
で　
し　
た　
。　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
で　
は　
、　

こ　
の　
経　
済　
危　
機　
に　
よ　
り　
、　
そ　
の　
経　
済　
体　

制　
ば　
か　
り　
か　
政　
治　
体　
制　
に　
ま　
で　
か　
つ　
て　

な　
い　
ほ　
ど　
の　
激　
震　
が　
走　
り　
、　
そ　
れ　
は　
政　

権　
を　
揺　
る　
が　
す　
危　
機　
に　
ま　
で　
発　
展　
し　
ま　

し　
た　
。　

危　
機　
の　
影　
響　
で　
国　
内　
資　
本　
が　
大　
幅　
に　

落　
ち　
込　
む　
状　
況　
に　
あ　
っ　
て　
、　
外　
国　
投　
資　

の　
実　
現　
は　
最　
も　
必　
要　
と　
さ　
れ　
る　
重　
要　
項　

目　
の　
一　
つ　
と　
言　
え　
ま　
し　
た　
。　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
政　
府　
は　
、　
国　
際　
通　
貨　
基　
金　

（　

・　

）　
の　
支　
援　
を　
受　
け　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　

ア　
に　
外　
国　
資　
本　
を　
取　
り　
戻　
す　
べ　
く　
、　
投　

資　
環　
境　
の　
整　
備　
に　
力　
を　
注　
い　
で　
き　
ま　
し　

た　
。　本　

稿　
で　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
が　

投　
資　
セ　
ク　
タ　
ー　
を　
通　
じ　
て　
経　
済　
成　
長　
を　

回　
復　
さ　
せ　
て　
き　
た　
過　
程　
を　
分　
析　
し　
ま　

す　
。　
最　
初　
に　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
投　
資　

す　
る　
外　
国　
企　
業　
が　
し　
ば　
し　
ば　
直　
面　
す　
る　

障　
害　
に　
つ　
い　
て　
明　
ら　
か　
に　
し　
ま　
す　
。　
投　

資　
を　
計　
画　
す　
る　
企　
業　
が　
そ　
う　
し　
た　
事　
態　

を　
あ　
ら　
か　
じ　
め　
認　
識　
で　
き　
る　
よ　
う　
に　
す　

る　
た　
め　
で　
す　
。　
続　
い　
て　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　

ア　
政　
府　
が　
こ　
れ　
ら　
の　
障　
害　
を　
取　
り　
除　
く　

た　
め　
に　
実　
施　
し　
て　
い　
る　
努　
力　
に　
つ　
い　
て　

述　
べ　
、　
最　
後　
に　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　

の　
投　
資　
の　
現　
況　
に　
つ　
い　
て　
説　
明　
し　
ま　

す　
。　

２　
、　
外　
国　
直　
接　
投　
資　
回　
復　
へ　
の　

障　
害　
お　
よ　
び　
回　
復　
に　
向　
け　
た　
真　

の　
努　
力　

投　
資　
回　
復　
へ　
の　
障　
害　

外　
国　
機　
関　
が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
と　

協　
力　
し　
て　
実　
施　
し　
た　
調　
査　
研　
究　
に　
よ　
れ　

ば　
、　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
が　
懸　
念　
事　
項　
と　
し　

て　
挙　
げ　
る　
項　
目　
の　
主　
な　
も　
の　
と　
し　
て　
、　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
政　
情　
不　
安　
、　
社　
会　
不　

安　
、　
経　
済　
の　
不　
安　
定　
性　
、　
イ　
ン　
フ　
ラ　
の　

インドネシア進出企業の
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■ インドネシア進出企業のビジネス・法務実務（入門編）

不　
備　
、　
労　
働　
条　
件　
、　
法　
規　
、　
税　
金　
、　
そ　

し　
て　
官　
僚　
制　
度　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

ア　
ジ　
ア　
開　
発　
銀　
行　
と　
世　
界　
銀　
行　
が　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
経　
済　
担　
当　
調　
整　
大　
臣　
府　

（　

）
と
中
央
統
計
庁

（　

・　

）　

に　
協　
力　
し　
、　
２　
０　
０　
３　
年　
に　
実　
施　
し　
た　

投　
資　
環　
境　
お　
よ　
び　
生　
産　
性　
に　
関　
す　
る　
調　

査
（

・　

）　
の　
具　

体　
的　
な　
報　
告　
内　
容　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
対　
象　
と　

な　
っ　
た　
企　
業　
（　
調　
査　
対　
象　
企　
業　
数　

1  1  

地　
域　
の　
７　
１　
３　
社　
）　
の　
う　
ち　
、　
約　
4  5  
％　

が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
司　
法　
制　
度　
は　
公　
平　

中　
立　
で　
は　
な　
い　
と　
考　
え　
て　
お　
り　
、　
約　

4  0  
％　
が　
自　
社　
の　
契　
約　
の　
執　
行　
や　
財　
産　
権　

の　
行　
使　
が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
司　
法　
制　
度　

の　
下　
で　
確　
実　
に　
行　
わ　
れ　
る　
と　
は　
思　
え　
な　

い　
と　
し　
ま　
し　
た　
。　
さ　
ら　
に　
、　
6  0  
％　
近　
く　

の　
企　
業　
が　
、　
自　
社　
の　
事　
業　
に　
か　
か　
わ　
る　

法　
規　
に　
関　
し　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
の　

役　
人　
に　
よ　
る　
解　
釈　
は　
首　
尾　
一　
貫　
し　
て　
お　

ら　
ず　
、　予　
測　
不　
能　
で　
あ　
る　
と　
し　
ま　
し　
た　
。　

契　
約　
の　
執　
行　
を　
取　
り　
巻　
く　
状　
況　
や　
、　
国　

内　
企　
業　
と　
外　
国　
企　
業　
に　
対　
す　
る　
対　
応　
の　

違　
い　
な　
ど　
に　
、　
そ　
う　
し　
た　
面　
が　
表　
れ　
て　

い　
ま　
し　
た　
。　
こ　
れ　
に　
関　
連　
し　
て　
、　
米　
国　

大　
使　
館　
の　
サ　
イ　
ト　
に　
一　
つ　
の　
実　
例　
が　
掲　

載　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　
そ　
の　
実　
例　
と　
は　
、　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
民　
間　
発　
電　
事　
業　
者　

（

・

）
と　
ス　
イ　

ス　
の　
医　
薬　
品　
企　
業　
と　
の　
間　
で　
争　
わ　
れ　
た　

訴　
訟　
に　
お　
い　
て　
、　
契　
約　
上　
拘　
束　
力　
を　
有　

し　
て　
い　
た　
仲　
裁　
条　
項　
を　
無　
視　
す　
る　
判　
決　

が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
裁　
判　
所　
に　
よ　
っ　
て　

下　
さ　
れ　
た　
と　
い　
う　
も　
の　
で　
し　
た　
。　

近　
年　
、　
政　
治　
腐　
敗　
や　
馴　
れ　
合　
い　
的　
事　

業　
慣　
習　
を　
一　
掃　
し　
よ　
う　
と　
い　
う　
働　
き　
か　

け　
が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
に　
よ　
り　
続　
け　

ら　
れ　
て　
い　
る　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　
ず　
、　
投　
資　

の　
障　
害　
と　
し　
て　
二　
番　
目　
に　
挙　
げ　
ら　
れ　
た　

の　
は　
、　
政　
治　
腐　
敗　
で　
し　
た　
。　
司　
法　
政　
策　

に　
か　
か　
わ　
る　
者　
か　
ら　
最　
高　
裁　
判　
所　
の　
役　

人　
に　
ま　
で　
汚　
職　
が　
拡　
が　
っ　
て　
い　
る　
と　
い　

う　
現　
状　
で　
は　
、　
実　
際　
、　
腐　
敗　
を　
根　
絶　
さ　

せ　
る　
こ　
と　
は　
容　
易　
で　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

さ　
ら　
に　
、　
投　
資　
の　
大　
き　
な　
障　
害　
と　
な　

っ　
て　
い　
る　
要　
因　
の　
一　
つ　
に　
、　
地　
方　
分　
権　

が　
あ　
り　
ま　
す　
。　
１　
９　
９　
９　
年　
４　
月　
に　
発　

令　
さ　
れ　
た　
法　
律　
に　
よ　
り　
、　
地　
方　
（　
主　
に　
、　

州　
す　
な　
わ　
ち　

で　
は　
な　
く　
、　
よ　

り　
小　
さ　
い　
行　
政　
区　
で　
あ　
る　

）　

へ　
の　
権　
限　
委　
譲　
が　
行　
な　
わ　
れ　
ま　
し　
た　
。　

そ　
の　
結　
果　
、　
財　
政　
を　
地　
方　
に　
分　
散　
す　
る　

と　
い　
う　
原　
則　
が　
確　
立　
さ　
れ　
、　
地　
方　
分　
権　

に　
よ　
る　
影　
響　
は　
投　
資　
に　
関　
連　
す　
る　
法　
規　

や　
手　
続　
（　
各　
地　
域　
の　
税　
当　
局　
、　
新　
た　
な　

投　
資　
承　
認　
基　
準　
、　
認　
可　
等　
）　
に　
も　
及　
ん　

で　
い　
ま　
す　
が　
、　
い　
ま　
だ　
不　
明　
確　
な　
部　
分　

も　
あ　
り　
ま　
す　
（　
注　
１　
）　。　

世　
界　
銀　
行　
の　
報　
告　
書　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
事　

業　
の　
実　
施　
準　
備　
に　
必　
要　
な　
費　
用　
と　
日　
数　

と　
い　
う　
見　
地　
か　
ら　
す　
る　
と　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
は　
、　
事　
業　
の　
立　
ち　
上　
げ　
に　
最　
も　
費　

用　
の　
か　
か　
る　
国　
の　
一　
つ　
で　
す　
。　
ま　
た　
、　

投　
資　
を　
希　
望　
す　
る　
企　
業　
が　
投　
資　
の　
承　
認　

に　
関　
連　
す　
る　
あ　
ら　
ゆ　
る　
項　
目　
に　
つ　
い　
て　

調　
整　
を　
終　
え　
る　
に　
は　
、　
１　
５　
１　
日　
と　
い　

う　
日　
数　
を　
要　
し　
ま　
す　
（　
注　
２　
）　。　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
お　
け　
る　
投　
資　
の　
状　

況　
が　
活　
発　
化　
し　
な　
い　
も　
う　
一　
つ　
の　
大　
き　

な　
要　
因　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
の　
が　
、　
イ　
ン　
フ　

ラ　
整　
備　
の　
現　
状　
で　
す　
。　
利　
用　
で　
き　
る　
イ　

ン　
フ　
ラ　
は　
、　
量　
的　
に　
限　
り　
が　
あ　
る　
ば　
か　

り　
で　
な　
く　
、　
質　
の　
上　
で　
も　
問　
題　
が　
あ　
り　

ま　
す　
。　

投　
資　
環　
境　
を　
改　
善　
し　
経　
済　
成　
長　
を　
推　

進　
す　
る　
た　
め　
に　
は　
、　
投　
資　
に　
お　
け　
る　
前　

記　
障　
害　
の　
す　
べ　
て　
に　
つ　
い　
て　
、　
何　
ら　
か　

の　
措　
置　
を　
講　
じ　
る　
必　
要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

こ　
の　
点　
に　
関　
し　
、　
ア　
ジ　
ア　
開　
発　
銀　
行　

（

・

）　
は　
、　
三　
つ　
の　
重　
要　
項　
目　
を　
挙　

げ　
て　
い　
ま　
す　
。　
そ　
れ　
は　
す　
な　
わ　
ち　
、　
制　

度　
改　
革　
、　
地　
方　
政　
府　
の　
機　
能　
、　
お　
よ　
び　

イ　
ン　
フ　
ラ　
の　
整　
備　
で　
す　
。　

投　
資　
回　
復　
に　
向　
け　
た　
努　
力　

投　
資　
企　
業　
の　
要　
望　
に　
応　
え　
て　
投　
資　
の　

促　
進　
を　
図　
る　
べ　
く　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　

府　
は　
こ　
こ　
数　
年　
、　
前　
記　
障　
害　
を　
取　
り　
除　

く　
た　
め　
に　
以　
下　
の　
よ　
う　
な　
努　
力　
を　
重　
ね　

て　
き　
ま　
し　
た　
。　

司　
法　
制　
度　
の　
分　
野　
で　
は　
、　
司　
法　
に　
関　

す　
る　
新　
た　
な　
法　
律　
（　
１　
９　
９　
９　
年　
法　
律　

第　

号　
）　
を　
制　
定　
し　
、　
司　
法　
の　
独　
立　

性　
を　
高　
め　
ま　
し　
た　
。　こ　
の　
法　
律　
に　
よ　
り　
、　

司　
法　
制　
度　
に　
関　
連　
す　
る　
行　
政　
機　
能　
お　
よ　

び　
規　
制　
機　
能　
の　
殆　
ど　
が　
、　
前　
司　
法　
省　
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（　
現　
在　
の　
法　
務　
人　
権　
省　
）　
か　
ら　
最　
高　
裁　

判　
所　
に　
委　
譲　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　
さ　
ら　
に　
司　

法　
の　
独　
立　
性　
を　
高　
め　
る　
た　
め　
、　
１　
９　
９　

９　
年　
1  2  
月　
に　
は　
、　
独　
立　
し　
た　
国　
家　
法　
律　

委　
員　
会　
も　
設　
立　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　

２　
０　
０　
１　
年　
1  1  
月　
に　
は　
、　
役　
人　
が　
受　

け　
取　
る　
謝　
礼　
に　
関　
す　
る　
規　
定　
も　
盛　
り　
込　

ん　
だ　
汚　
職　
防　
止　
の　
新　
法　
が　
承　
認　
さ　
れ　
、　

１　
９　
９　
９　
年　
の　
法　
律　
に　
規　
定　
さ　
れ　
て　
い　

た　
腐　
敗　
撲　
滅　
に　
関　
す　
る　
条　
項　
が　
明　
確　
に　

さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　

腐　
敗　
撲　
滅　
運　
動　
の　
一　
環　
と　
し　
て　
、　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
は　
、　
２　
０　
０　
２　
年　
法　

律　
第　
3  0  
号　
に　
関　
連　
し　
て　
汚　
職　
撲　
滅　
委　
員　

会
（

・　

）　
を　
設　
置　
し　
ま　
し　
た　
。　

同　
委　
員　
会　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　

の　
州　
知　
事　
と　
の　
間　
で　
合　
意　
書　
を　
締　
結　

し　
、　
州　
知　
事　
に　
個　
人　
資　
産　
の　
報　
告　
を　
誓　

約　
さ　
せ　
ま　
し　
た　
。　

税　
務　
お　
よ　
び　
労　
働　
問　
題　
に　
関　
し　
て　

は　
、　
２　
０　
０　
２　
年　
４　
月　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　

ア
議
会
（・　

）　
に　
よ　
り　
新　
法　
が　
制　

定　
さ　
れ　
、　
政　
府　
の　
特　
別　
機　
関　
で　
あ　
る　
税　

務
争
議
調
停
機
関
（

・　

）　
に　
代　
わ　
る　
税　
務　
裁　
判　
所　
が　
新　

設　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　
税　
務　
裁　
判　
所　
で　
は　
、　

税　
務　
問　
題　
に　
関　
し　
て　
公　
開　
審　
理　
が　
行　
な　

わ　
れ　
ま　
す　
。　
税　
務　
裁　
判　
所　
は　
有　
効　
に　
機　

能　
し　
て　
い　
る　
と　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
は　
見　
て　

い　
ま　
す　
。　

２　
０　
０　
３　
年　
２　
月　
に　
は　
、　「　
労　
働　
力　
」　

法　
が　
議　
会　
に　
よ　
り　
承　
認　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　

労　
働　
者　
側　
と　
企　
業　
側　
と　
の　
間　
の　
長　
期　
に　

わ　
た　
る　
折　
衝　
が　
実　
を　
結　
ん　
で　
制　
定　
さ　
れ　

た　
こ　
の　
法　
律　
は　
、　
解　
雇　
手　
当　
や　
ス　
ト　
ラ　

イ　
キ　
行　
為　
等　
の　
事　
項　
に　
つ　
い　
て　
明　
確　
に　

規　
定　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
が　
発　
行　
し　
た　
２　

０　
０　
４　
年　
大　
統　
領　
決　
定　
第　
2  9  
号　

（　

）　
で　
は　
、　

投　
資　
調　
整　
庁　
（　

・　

）　
が　

外　
国　
投　
資　
（　

・

）
お
よ
び
国
内
投
資

（

・　

）　
の　
担　
当　
窓　
口　
に　

定　
め　
ら　
れ　
、　
サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
向　
上　
が　
図　
ら　

れ　
ま　
し　
た　
。　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
で　
は　
投　
資　
の　
承　
認　
に　

長　
時　
間　
か　
か　
る　
と　
さ　
れ　
て　
い　
た　
問　
題　
に　

対　
し　
、　
政　
府　
は　
、　
２　
０　
０　
４　
年　
1  1  
月　
、　

既　
に　
導　
入　
さ　
れ　
て　
い　
た　
投　
資　
申　
請　
窓　
口　

の　
一　
本　
化　
（　
ワ　
ン　
ル　
ー　
フ　
サ　
ー　
ビ　
ス　
シ　

ス　
テ　
ム　
）　
の　
制　
度　
を　
強　
化　
し　
て　
対　
処　
を　

図　
り　
ま　
し　
た　
。　
こ　
れ　
に　
よ　
り　
、　
国　
内　
投　

資　
と　
外　
国　
投　
資　
に　
関　
す　
る　
申　
請　
業　
務　
全　

般　
が　
一　
ヵ　
所　
に　
集　
約　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　
政　

府　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
投　
資　
承　
認　
に　
要　
す　
る　
日　

数　
は　
従　
来　
の　
１　
５　
１　
日　
か　
ら　
3  0  
日　
に　
短　

縮　
さ　
れ　
ま　
し　
た　
。　

他　
に　
も　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
対　
す　
る　

投　
資　
企　
業　
の　
信　
頼　
を　
取　
り　
戻　
す　
た　
め　
、　

様　
々　
な　
方　
法　
が　
試　
み　
ら　
れ　
て　
き　
ま　
し　

た　
。　
例　
え　
ば　
、　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
に　
寛　
大　

な　
優　
遇　
措　
置　
を　
与　
え　
た　
り　
、　
現　
在　
あ　
る　

障　
害　
を　
取　
り　
除　
い　
た　
り　
最　
小　
限　
に　
し　
た　

り　
す　
る　
た　
め　
の　
方　
策　
が　
講　
じ　
ら　
れ　
て　
い　

ま　
す　
。　

投　
資　
の　
回　
復　
を　
目　
指　
し　
た　
努　
力　
が　
確　

実　
に　
実　
行　
に　
移　
さ　
れ　
て　
い　
な　
い　
と　
見　
る　

向　
き　
も　
あ　
り　
ま　
す　
が　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　

政　
府　
は　
、　
投　
資　
セ　
ク　
タ　
ー　
に　
お　
け　
る　
数　

多　
く　
の　
問　
題　
を　
多　
少　
な　
り　
と　
も　
解　
決　
す　

る　
べ　
く　
、　
依　
然　
と　
し　
て　
努　
力　
を　
続　
け　
て　

い　
ま　
す　
。　
適　
切　
な　
方　
針　
に　
沿　
っ　
て　
改　
革　

を　
断　
行　
す　
る　
強　
固　
な　
意　
思　
が　
政　
府　
に　
あ　

れ　
ば　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
基　
礎　
的　
経　
済　

力　
を　
活　
か　
し　
、　
投　
資　
企　
業　
の　
信　
頼　
を　
回　

復　
す　
る　
こ　
と　
は　
可　
能　
で　
あ　
る　
と　
期　
待　
さ　

れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

３　
、　
現　
在　
の　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　

近　
年　
、　
マ　
ク　
ロ　
経　
済　
が　
安　
定　
を　
取　
り　

戻　
し　
、　
以　
下　
の　
よ　
う　
な　
現　
象　
が　
見　
ら　
れ　

て　
い　
ま　
す　
。　
（　i  ）　
国　
内　
総　
生　
産　
（　

・　

）　
が　
増　

大　
し　
、　
わ　
ず　
か　
な　
が　
ら　
前　
年　
比　
が　
プ　
ラ　

ス　
に　
転　
向　
（　i  i  ）　
ル　
ピ　
ア　
の　
為　
替　
レ　
ー　
ト　
が　

安　
定　
（　i  i  i  ）　
２　
０　
０　
６　
年　
以　
降　
に　
実　
施　
さ　
れ　

た　
複　
数　
の　
地　
域　
に　
お　
け　
る　
有　
料　
道　
路　
お　

よ　
び　
そ　
の　
他　
イ　
ン　
フ　
ラ　
の　
建　
設　
に　
伴　

う　
、　主　
要　
物　
資　
供　
給　
の　
円　
滑　
化　（　
注　
３　
）　。　

政　
府　
の　
権　
限　
が　
中　
央　
に　
再　
度　
集　
中　
す　

る　
と　
い　
う　
こ　
と　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
で　
し　

た　
。　
ユ　
ス　
フ　
・　
カ　
ッ　
ラ　
副　
大　
統　
領　
に　
よ　

れ　
ば　
、　「　
従　
来　
、　
国　
政　
は　
す　
べ　
て　
中　
央　

政　
府　
の　
幹　
部　
が　
掌　
握　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　

が　
、　
現　
在　
は　
、　
立　
法　
権　
お　
よ　
び　
司　
法　
権　

の　
独　
立　
に　
よ　
り　
、　
中　
央　
政　
府　
の　
権　
限　
は　

国　
家　
権　
限　
の　
三　
分　
の　
一　
に　
す　
ぎ　
ま　
せ　

ん　
。　
同　
様　
に　
、　
地　
方　
政　
府　
は　
そ　
れ　
ぞ　
れ　

自　
治　
権　
を　
有　
し　
、　
金　
融　
面　
の　
権　
限　
は　
既　

に　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
銀　
行　
（　
中　
央　
銀　
行　
）　

に　
与　
え　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
」　。　

さ　
ら　
に　
副　
大　
統　
領　
の　
言　
葉　
を　
借　
り　
れ　

ば　
、　「　
中　
央　
政　
府　
幹　
部　
の　
権　
限　
を　
削　
減　

し　
た　
こ　
と　
で　
、　
汚　
職　
は　
自　
然　
と　
減　
り　
ま　

し　
た　
」　（　
注　
４　
）　。　

Ｋ　
Ｐ　
Ｋ　
に　
よ　
る　
成　
果　
が　
上　
が　
る　
に　
つ　

れ　
、　
特　
に　
役　
人　
の　
汚　
職　
が　
明　
る　
み　
に　
出　

る　
よ　
う　
に　
な　
り　
ま　
し　
た　
。　
ア　
チ　
ェ　
州　
元　

知　
事　
に　
よ　
る　
ヘ　
リ　
コ　
プ　
タ　
ー　
購　
入　
に　
関　

す　
る　
汚　
職　
事　
件　
、　
総　
選　
挙　
委　
員　
会　

（

・

）　
委　
員　
（　
委　
員　
長　
も　
含　
む　
）　
に　

よ
る
会
計
検
査
庁
（・　

）　
検　

査　
官　
に　
対　
す　
る　
贈　
賄　
事　
件　
、　
最　
高　
裁　
判　

所　
（　

・　

）　
役　

人　
５　
名　
が　
関　
与　
し　
た　
収　
賄　
事　
件　
、　
Ｂ　
Ｋ　

Ｐ　
Ｍ　
長　
官　
が　
投　
資　
資　
金　
着　
服　
の　
疑　
い　
で　

告　
発　
さ　
れ　
た　
事　
件　
な　
ど　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

前　
記　
の　
状　
況　
か　
ら　
分　
か　
る　
と　
お　
り　
、　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
に　
よ　
る　
努　
力　
は　
、　

経　
済　
成　
長　
の　
回　
復　
に　
一　
定　
の　
効　
を　
奏　
し　

ま　
し　
た　
。　
し　
か　
し　
、　
２　
０　
０　
４　
年　
の　
燃　

料　
油　
の　
価　
格　
高　
騰　
な　
ど　
に　
よ　
り　
、　
地　
域　

レ　
ベ　
ル　
の　
経　
済　
の　
現　
実　
は　
依　
然　
と　
し　
て　

厳　
し　
い　
条　
件　
下　
に　
あ　
り　
、　
国　
内　
経　
済　
の　

状　
況　
改　
善　
が　
進　
ん　
で　
い　
る　
と　
は　
言　
え　
な　

い　
状　
況　
で　
す　
。　

投　
資　
企　
業　
の　
信　
頼　
も　
１　
０　
０　
％　
回　
復　
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し　
た　
と　
は　
言　
え　
ず　
、　
政　
府　
が　
法　
の　
執　
行　

の　
さ　
ら　
な　
る　
強　
化　
に　
取　
り　
組　
み　
、　
次　
い　

で　
経　
済　
お　
よ　
び　
投　
資　
に　
関　
す　
る　
適　
切　
な　

政　
策　
決　
定　
を　
下　
す　
の　
を　
見　
守　
る　
姿　
勢　
で　

す　
。　
そ　
う　
し　
た　
中　
で　
も　
、　
２　
０　
０　
５　
年　

か　
ら　
は　
投　
資　
環　
境　
に　
改　
善　
が　
見　
ら　
れ　
、　

投　
資　
実　
施　
動　
向　
報　
告　
書　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
外　

国　
投　
資　
件　
数　
は　
対　
前　
年　
比　
で　
6  7  
％　
も　
の　

伸　
び　
を　
記　
録　
し　
て　
い　
ま　
す　
（　
注　
５　
）　。　

こ　
う　
し　
て　
投　
資　
が　
後　
押　
し　
さ　
れ　
る　

中　
、　
２　
０　
０　
６　
年　
１　
月　
か　
ら　
９　
月　
ま　
で　

に　
実　
施　
さ　
れ　
た　
外　
国　
投　
資　
の　
件　
数　
は　
、　

Ｂ　
Ｋ　
Ｐ　
Ｍ　
が　
発　
行　
し　
た　
恒　
久　
営　
業　
許　
可　

証　
の　
数　
で　
表　
わ　
す　
と　
７　
０　
２　
件　
に　
も　
及　

び　
ま　
し　
た　
。　
ま　
た　
、　
外　
国　
投　
資　
計　
画　
の　

承　
認　
件　
数　
で　
表　
わ　
す　
と　
合　
計　
１　
２　
４　
９　

件　
に　
な　
り　
、　
こ　
の　
う　
ち　
、　
既　
存　
の　
外　
国　

企　
業　
に　
対　
し　
て　
事　
業　
拡　
大　
の　
た　
め　
の　
投　

資　
計　
画　
が　
承　
認　
さ　
れ　
た　
件　
数　
は　
３　
１　
５　

件　
を　
数　
え　
ま　
し　
た　
（　
注　
６　
）　。　
こ　
の　
数　

字　
に　
表　
わ　
れ　
て　
い　
る　
よ　
う　
に　
、　
イ　
ン　
ド　

ネ　
シ　
ア　
と　
い　
う　
国　
は　
、　
外　
国　
企　
業　
が　
新　

規　
参　
入　
す　
る　
場　
で　
あ　
る　
だ　
け　
で　
は　
な　

く　
、　
既　
に　
進　
出　
し　
て　
い　
る　
外　
国　
企　
業　
が　

そ　
の　
事　
業　
を　
発　
展　
さ　
せ　
拡　
大　
さ　
せ　
る　
機　

会　
を　
得　
ら　
れ　
る　
場　
で　
も　
あ　
る　
こ　
と　
は　
、　

特　
に　
注　
目　
に　
値　
し　
ま　
す　
。　

４　
、　
展　
望　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
は　
、　
数　
年　
来　
、　

外　
国　
企　
業　
に　
よ　
る　
投　
資　
に　
重　
点　
を　
お　

き　
、　
経　
済　
成　
長　
率　
を　
高　
め　
る　
た　
め　
の　
努　

力　
を　
続　
け　
て　
い　
ま　
す　
。　
司　
法　
機　
関　
お　
よ　

び　
規　
制　
機　
関　
の　
確　
立　
を　
持　
続　
さ　
せ　
、　
イ　

ン　
フ　
ラ　
面　
で　
の　
制　
約　
事　
項　
を　
取　
り　
除　

き　
、　
懸　
案　
の　
地　
方　
分　
権　
化　
問　
題　
を　
解　
消　

し　
て　
投　
資　
環　
境　
を　
整　
え　
よ　
う　
と　
、　
様　
々　

な　
事　
業　
や　
整　
備　
が　
実　
施　
さ　
れ　
て　
き　
ま　
し　

た　
。　
複　
数　
の　
重　
要　
な　
経　
済　
指　
標　
に　
上　
方　

修　
正　
が　
見　
ら　
れ　
、　
経　
済　
復　
興　
の　
過　
程　
は　

順　
調　
に　
推　
移　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　
が　
確　
か　
に　

認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
顕　
著　
な　
例　
と　
し　
て　
、　

２　
０　
０　
６　
年　
７　
月　
、　
ス　
タ　
ン　
ダ　
ー　
ド　
＆　

プ　
ア　
ー　
ズ　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
国　
際　

収　
支　
が　
改　
善　
さ　
れ　
た　
こ　
と　
を　
受　
け　
て　
、　

そ　
の　
外　
貨　
建　
て　
長　
期　
格　
付　
け　
を　
「　

」　

か　
ら　
「　

」　
に　
引　
き　
上　
げ　
ま　
し　
た　
。　

こ　
れ　
は　
、　
政　
情　
不　
安　
が　
緩　
和　
さ　
れ　
、　

適　
切　
な　
政　
策　
上　
の　
協　
調　
関　
係　
が　
主　
導　
さ　

れ　
た　
上　
に　
、　
経　
済　
が　
確　
実　
な　
成　
長　
を　
遂　

げ　
た　
こ　
と　
を　
反　
映　
し　
て　
い　
ま　
す　
（　
注　

７　
）　。　
ま　
た　
、　
多　
額　
の　
資　
本　
が　
流　
入　
し　

た　
上　
に　
石　
油　
価　
格　
が　
高　
騰　
し　
た　
こ　
と　
で　

収　
入　
が　
大　
幅　
に　
増　
大　
し　
た　
た　
め　
、　
Ｉ　
Ｍ　

Ｆ　
か　
ら　
受　
け　
た　
融　
資　
も　
、　
当　
初　
予　
定　
し　

て　
い　
た　
２　
０　
０　
７　
年　
初　
頭　
よ　
り　
時　
期　
を　

繰　
り　
上　
げ　
て　
２　
０　
０　
６　
年　
1  1  
月　
初　
旬　
に　

は　
完　
済　
し　
ま　
し　
た　
（　
注　
８　
）　。　
さ　
ら　
に　
、　

２　
０　
０　
６　
年　
度　
の　
経　
済　
成　
長　
率　
の　
目　
標　

値　
と　
し　
て　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　
が　
掲　
げ　

て　
い　
た　
５　
・　
５　
％　
増　
と　
い　
う　
数　
字　
は　
、　

年　
度　
半　
ば　
で　
既　
に　
達　
成　
さ　
れ　
、　
２　
０　
０　

６　
年　
1  0  
月　
に　
財　
務　
大　
臣　
が　
明　
ら　
か　
に　
し　

た　
年　
度　
末　
時　
点　
の　
予　
測　
数　
字　
は　
６　
％　
で　

す　
（　
注　
９　
）　。　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
は　
、　
今　
や　
ま　
さ　
に　
好　

適　
な　
投　
資　
対　
象　
国　
の　
一　
つ　
と　
言　
え　
ま　

す　
。　

注　１

に　
て　
閲　
覧　
可　

２　に　
て　
閲　
覧　
可　

３　

に　
て　
閲　
覧　
可　

４

に　
て　
閲　
覧　
可　

５　

に　
て　
閲　
覧　
可　

６　

に　
て　
閲　
覧　
可　

７　

に　
て　
閲　

覧　
可　

８　

に　
て　
閲　
覧　
可　

９　

に　
て　
閲　
覧　
可　

黒
田
法
律
事
務
所
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー
。
早

稲
田
大
学
一
年
中
退
。
司
法
試
験
合
格
。

そ
の
後
、
国
内
の
法
律
事
務
所
勤
務
を
経

て
、
北
京
語
学
学
院
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
、
復
旦
大
学
法
学
部
高
級
進

修
生
課
程
を
終
了
。
専
門
は
国
際
金
融
、

独
禁
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
。

黒
田
健
二
（　
く　
ろ　
だ　
・　
け　
ん　
じ　
）　

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
講
師
。
黒
田
法
律
事

務
所
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
ボ
ゴ
ル

農
業
大
学
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
卒
業
。

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
法
学
部
、
関
東
学
園

大
学

Ｌ
Ｌ
Ｍ
卒
業
。
横
浜
国
立
大
学
国

際
経
済
法
研
究
科
後
期
博
士
課
程
履
修
中
。

専
門
は
国
際
取
引
法
。

ユ
リ
ア
・
ク
ス
マ
・
ワ
ル
ダ
ニ
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